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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの開口部（１６）を有する内側パネル（１４）が裏に付いている外側パ
ネル（１２）を備える車のドア（１０）と、
　車両の居住空間内側から見ることができるトリム（１５）で覆われた堅固な支承パネル
（２０）であって、前記ドアの内側パネル（１４）に固定され、かつ前記開口部（１６）
を覆うように前記開口部の反対に延び、前記ドア（１０）方向に突出した凹形格納部（５
０）を局所的に有し、その内表面（２２）側が前記トリム（１５）方向に開口し前記トリ
ムに覆われている、支承パネル（２０）と、
　部分的に前記凹形格納部（５０）に収納され、前記支承パネル（２０）または前記ドア
（１０）に接続されるとともに、ドラム（３０）を備える窓ガラス昇降機構（３０、４０
、６２，６４，７２，７４）と、
を備えるアセンブリであって、
　－前記凹形格納部（５０）は、前記支承パネル（２０）の表面にほぼ平行な面に沿って
ドラム（３０）の断面をほぼ相補する断面を有し、
　－前記ドラム（３０）は、ケーブル収納用のらせん形の外周溝（３８）を備え、
　－前記凹形格納部（５０）の内部には、前記ドラム（３０）を軸方向に固定するための
弾性的に設けられた突起（５６）を有し、
　－前記ドラム（３０）は、窓ガラス（１８）を上下させるため、前記凹形格納部（５０
）の内側で回転するように前記凹形格納部（５０）に嵌め込まれていることを特徴とする
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アセンブリ。
【請求項２】
　前記支承パネル（２０）の前記凹形格納部（５０）は、その外表面（２４）上に中空管
（６２、６４）が取り付けられた管路（２６ａ／２６ｂ）を有し、その中空管のそれぞれ
には、前記窓ガラス（１８）を上昇または下降させるように、一端部が前記凹形格納部（
５０）に形成された通路を通って前記ドラム（３０）に接続されたケーブル（７２／７４
）が通過していることを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記中空管（６２、６４）は前記ドアの前記外側パネル（１２）と前記内側パネル（１
４）の間に配設され、ドラムに最も近いその端部（６２ａ、６４ａ）に圧縮ばね（６６、
６７）を有することを特徴とする請求項２に記載のアセンブリ。
【請求項４】
　前記凹形格納部（５０）内の前記突起（５６）は、周辺壁（５２）の開口ゾーン（５３
）上で切り取られたスリット（５７）によって形成された固定片に設けられていることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のアセンブリ。
【請求項５】
　車両の居住空間内側から見ることができるトリム（１５）で覆われ車両ドア用の堅固な
支承パネル（２０）であって、前記車両の内側パネル（１４）に固定するのに適しており
、内表面（２２）側に開き、前記トリム（１５）方向に向けられ、かつ前記トリム（１５
）に覆われた凹形格納部（５０）を局所的に有し、
　部分的に前記凹形格納部（５０）に収納されたドラムを具備する窓ガラス昇降機構（３
０、４０、６２，６４，７２，７４）であって、その窓ガラス昇降機構は前記支承パネル
（２０）または前記ドア（１０）に接続される支承パネル（２０）であって、
　－前記凹形格納部（５０）は、前記支承パネル（２０）の表面にほぼ平行な面に沿って
ドラム（３０）の断面をほぼ相補する断面を有し、
　－前記ドラム（３０）は、ケーブル収納用のらせん形の外周溝３８を備え、
　－前記凹形格納部（５０）内には、前記ドラム（３０）を軸方向に固定するための弾性
的に設けられた突起（５６）を有し、
　－前記ドラム（３０）は、窓ガラス（１８）を上下させるために前記凹形格納部（５０
）の内側で回転するように前記凹形格納部（５０）にはめ込まれれていることを特徴とす
る車両ドア用の堅固な支承パネル。
【請求項６】
　前記ドラム（３０）は前記凹形格納部（５０）に強制的に弾性取り付けされ、前記凹形
格納部（５０）の内側の周囲壁（５２）から突出し、かつ前記ドラム（３０）の周囲溝（
３２）と協働する突起（５６）を介して格納部内に保持され、
　前記ドラム（３０）と前記支承パネル（２０）の間で固定されて形成されることを特徴
とする請求項５に記載の支承パネル。
【請求項７】
　－前記ドラム（３０）は、前記支承パネル（２０）の前記凹形格納部（５０）内に取り
外し可能に固定され、
　－前記ドラム（３０）は前記支承パネル（２０）に固定され、かつ前記トリム（１５）
と前記支承パネル（２０）の間に配置された駆動手段（４０）にさらに接続され、
　－前記ドラムと前記支承パネル（２０）の間の結合は、前記ドラム（３０）と前記駆動
手段（４０）間の結合よりも機械的により強度が高く、その結果、前記支承パネル（２０
）から前記ドラム（３０）を分離することなく駆動手段を引き出すことができることを特
徴とする請求項５記載の支承パネル。
【請求項８】
　前記凹形格納部（５０）は、その外表面（２４）上に中空管（６２、６４）が取り付け
られた管路（２６ａ／２６ｂ）を有し、前記それぞれの中空管には窓ガラス（１８）の上
昇または下降のための駆動ケーブル（７２、７４）が通過し、一方の端部は前記凹形格納
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部（５０）内に形成された通路を通って前記ドラム（３０）に接続されることを特徴とす
る請求項６乃至７のいずれかに記載の支承パネル。
【請求項９】
　前記駆動手段（４０）は前記ドラム（３０）の中央オリフィス（３５）を通過し、前記
中央オリフィスと協働して前記ドラムを回転させる駆動シャフト（４５）を有するモータ
（４０）を備え、前記凹形格納部（５０）は前記モータの前記駆動シャフト（４５）をセ
ンタリングする中央オリフィス（５５）を有することを特徴とする請求項７乃至８のいず
れかに記載の支承パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は自動車の組み立ての分野に関し、より詳細には車のドアとその装置の分野に関す
る。
【０００２】
通常、現代の車のドアは、鉄板製であることが多い外側パネルと、外観被覆（革、布）で
覆われたプラスチック製のトリムの被覆とを一般的に有する内側ライナとを備える。
【０００３】
通常、ドアの動作に合わせた機能部品は（少なくとも一部は）、外側パネルとその内側ラ
イナとの間に配置される。また特に、これらの機能部品は窓ガラス昇降手段を備えること
ができる。
【０００４】
この分野では、先行技術において、プラスチック材料で作製され、ライナとドアの外側パ
ネルとの間に中空内部空間が形成されるように、ドアの（通常金属製の）外側パネル上に
固定されたドア内側ライナが存在する。この空間の内部には、前記中空空間の内部で窓ガ
ラスを上昇または下降させることができる窓ガラス昇降機構がある。
【０００５】
より正確には、ＷＯ‐Ａ‐９４０３３４１から、車の居住空間の内側から見ることができ
るトリムで覆われ、車のドアの内側パネルに固定されるのに適した支承パネルを備える自
動車のドアのための堅固な支承パネル・アセンブリであって、この支承パネルが、突出し
、トリム側に向いた内表面側で開口しトリムで覆われた組み込み凹形格納部を局所的に有
し、前記支承パネルが、部分的に凹形格納部内に格納され、支承パネルおよび／またはド
アに接続されるのに適し、ドラムを備える窓ガラス昇降機構を具備するアセンブリが既に
知られている。
【０００６】
しかし、通常、これらのライナは十分な組み込みレベルを有さず、そのため追加の中間部
品を組み付ける余分の時間が必要となり、したがってコストがより高くなるとともに生産
性が低くなる。さらに、窓ガラス昇降機構の種々の要素の設置も複雑であることが多く、
万一これら要素を修理する場合も同様である。コンパクトさも、不十分なことが多い。
【０００７】
したがって本発明はこれらの問題を解消するための、簡単で信頼性が高く安価な解決方法
を提供することを目的とする。
【０００８】
そのため本発明は、上で説明した支承パネル・アセンブリが、
窓ガラス上昇または下降させることができるようにこのドラムを凹形格納部内に回動可能
に取り付け、凹形格納部内に嵌合されるように、凹形格納部が、前記支承パネルの表面に
ほぼ平行な面に沿って、ドラムの断面とほぼ相補形の断面を有し、
ドラムが、凹形格納部の内部の支承パネルに、取り外し可能に固定され、
またドラムが、支承パネルに固定されトリムと前記支承パネルとの間に配設された駆動手
段に接続され、
ドラムと支承パネルとの間の固定が、ドラムと駆動手段との間の結合より機械的に見てよ
り強度が高く、その結果、支承パネルからドラムを分離することなく駆動手段を引き出す
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ことができる
ようになっていることを提案する。
【０００９】
ドラムをその格納部の定位置に保持しその取り付けを簡単にするために、ドラムは凹形格
納部内に強制的に弾性取り付けされ、凹形格納部の内側の周囲から突出しドラムの周囲溝
と協働する突起を介して凹形格納部に保持される。
【００１０】
確実で窓ガラスの衝突のない動きを保証するために、凹形格納部は、
窓ガラスの上昇または下降のための駆動ケーブルを通過させるように適合された中空管が
取り付けられる管路をその外表面上に有し
ケーブルをドラムに接続するために前記ケーブルの一端を通すのに適する通路を有する
ことが好ましい。
【００１１】
本発明は、記述してきたことの他にも、
少なくとも１つの開口部を有する内側パネルが裏に付いている外側パネルを備える車のド
アと、
上で説明したような支承パネル・アセンブリであって
・　支承パネルがドアの内側パネルに固定され、
・　トリムが前記内側パネルおよび／または支承パネルに固定され、
・　窓ガラス昇降機構が支承パネルに固定される
アセンブリにも適用される。
【００１２】
また、窓ガラスの垂直方向移動をさらに改善し、万一ケーブルが延びた場合または縮んだ
場合これを相殺するために、支承パネル上に取り付けられた中空管内を通る前記ケーブル
は外側パネルとドアの内側パネルとの間に配設されるのが好ましく、ドラムに最も近いそ
の端部に圧縮ばねを有する。
【００１３】
本発明の実施態様によれば、駆動手段は、ドラムの中央オリフィスを通過し前記ドラムの
回転のためにこのオリフィスと協働する駆動軸を有するモータを備えるのが好ましく、支
承パネルの格納部はモータの軸のセンタリング用中央オリフィスを有する。そうすること
によりモータの振動が軽減される。
【００１４】
装置の取り付けやすさの問題から、支承パネルおよびトリムは、窓ガラス昇降機構の別の
一部分が配設される空間をそれらの間に残すように、相互に結合された異なる２つのプラ
スチック材料であることが好ましい。こうすることにより、凹形格納部へのアクセスがよ
り簡単になり、ドラムの設置が容易になる。
【００１５】
本発明は、図面を参照して行う以下の記述により、より明らかになろう。
図１は、車両の内側から見ることができ、通常プラスチック材料製であって場合によって
は外観被覆（革、布）で覆われたトリム１５で被覆された支承パネル２０を具備する車両
のドア１０を特に含むアセンブリ（またはモジュール）の斜視略図である。ドア１０は、
好ましくは鉄板製であって少なくとも１つの開口部１６を有する内側パネル１４が裏に張
られた通常鉄板製（ただしプラスチック製または複合材料製でもよい）の外側パネル１２
を備える。したがってこれら２つのパネルによりその間に、窓ガラス昇降機構により上昇
または下降することができる窓ガラス１８を収納するようになっている内部ケースが形成
される。
【００１６】
支承パネル２０は、好ましくはプラスチック材料で作製され、ねじ、ワイヤーフック、ク
リップ、またはリベットなど、知られている手段によりドア１０の内側パネル１４に固定
される。同様にトリム１５は、いくつかの部品、特に窓ガラス昇降機構の部品の修理また
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は交換作業を行うことができるようにするために取り外しができるようにして、ドアの内
側パネルおよび／または支承パネルに固定される。
【００１７】
図２は、本発明のいくつかの要素、特に支承パネル２０（特にその内表面２２）、円形断
面ドラム３０、およびモータ４０の斜視図であり、うち後者２つの要素は窓ガラス昇降機
構の一部を構成している。
【００１８】
支承パネル２０は、図示のように、パネルに平行な面でほぼ円形の断面を有するたらいの
形状の凹形格納部５０を、その厚さ内に局所的に有する。この凹形格納部５０は、ドア（
特にその外部鉄板１２）の方向に突出し、ドア１０に面する底部５４が端部にあるほぼ円
錐形の周辺壁５２を有する（図３および図４も参照のこと）。この凹形格納部は、前記壁
のほぼ三分の一を占める開口ゾーン５３上で切断される。
【００１９】
凹形格納部５０の円形断面はドラム３０の断面とほぼ相補関係にあり（好ましくは直径が
若干大きい）、その結果、ドラム３０は、窓ガラス１８を上下させるために軸ｘｘ’を中
心として凹形格納部の内側で回転するように前記凹形格納部に完全に入れられて、この凹
形格納部（図４を参照のこと）内の場所を占めることになる。同様に、図４でわかるよう
に、軸ｘｘ’方向にとるドラムの厚さは、ドラムがパネル２０の内表面２２からとび出さ
ないように、凹形格納部５０の深さとほぼ同じであるか若干少ないのが好ましい。
【００２０】
図２から図４でわかるように、ドラム３０はその面のうちの１つに近接して環状溝３２を
有する。この断面「Ｕ」字形溝は、いったんドラムが凹形格納部５０内に強制的に弾性取
付けされた時点でドラムを軸方向に固定するために、凹形格納部の周辺内部壁５２から突
出する突起５６と協働する。より正確には、これらの突起５６は凹形格納部の周辺壁の厚
さ内で切り取られ、ある弾性を突起に付与するようにスリット５７で囲まれた固定片であ
る。固定片は３個であり、凹形格納部の周片壁上に分布している。
【００２１】
ドラム３０は、図示するように手動または機械方式とすることができる駆動手段４０を用
いて、軸ｘｘ’を中心として回転される。この目的のため電気モータ４０は、ねじ４２に
よりたとえば３点でドラム３０の後ろ側に、支承パネル２０の内側表面２２に押圧されて
固定される（たとえば図２を参照のこと）。このモータ４０は車両の居住空間の内部（ド
アのトリムのアームレスト上のボタン）により駆動され、ドラム３０の中央オリフィス３
５の内部、ならびに凹形格納部５０の底部５４の中央オリフィス５５の内部に入る駆動シ
ャフト４５を有し、その結果このシャフト４５はセンタリング／案内され、回転時の過度
の振動が防止される。モータ４０によるドラム３０の駆動はたとえば噛合、好ましくはキ
ー・システムにより行うことができる。駆動軸の周囲、およびモータ４０と支承パネル２
０との間にパッキン４６および４８が設けられるため、モータ内に水分が入るのを防ぐこ
とができ、モータはドア・モジュールの「乾燥」部分に置かれ、ドラムは凹形格納部内に
全体が収納されるため「湿潤」部分にある。
【００２２】
図５はモータ４０を組み付ける前の、ドラム３０を内蔵した支承パネル２０を示す図であ
る。この図からドラムが完全に組み込まれている様子ならびにその中央駆動オリフィスが
よくわかる。モータがオリフィスを完全に覆いかつ水分から穴を保護するようにするとと
もに、前記モータを簡単に引き抜けるようにするために、オリフィスは凹形格納部から突
出しないようにすることが（必要というわけではないが）好ましいことに留意されたい。
この目的のためには、本発明の長所の１つは、ドラムをその格納部から引き抜くことなく
モータを分解することが可能であることを明らかにすることが重要である。この目的のた
め、ドラム３０と支承パネル２０との間の固定（凹形格納部の弾性片５６はドラムの溝と
協働する）は、ドラム２０と（駆動軸のレベルにおける）駆動手段４０との間の結合より
機械的に見てより強度が高い。
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【００２３】
図６、図７は、支承パネルの外（あるいは「湿潤」）表面２４、すなわちドア１０の外側
パネル１２に面する表面を示す図である。内表面側にタップ穴を穿孔することができるよ
うに、支承パネルの外表面２４から突出する植込みボルト４４により「裏側に」作製され
たモータ固定手段が３つある。
【００２４】
また支承パネルの外表面２４には、凹形格納部の開口ゾーン５３に達するほぼ半円筒形断
面の管路２６ａ／２６ｂ（図５では「裏側に」示してある）が存在する。第１管路２６ａ
は凹形格納部から上に向かってほぼ垂直な第１中空管６２を収納する一方、第２管路２６
ｂは凹形格納部から下に向かう第２中空管６４を収納する。これらの管６２および６４は
、支承パネルとともに成形されほぼ管路２６ａ／２６ｂと凹形格納部の周囲壁５２の間に
配設されたカラー２７ａ／２７ｂ（図５では「裏側に」示してある）内に軸方向に滑動す
るように取り付けられる。これらの管は、それぞれ一方でカラー２７ａ／２７ｂを押圧し
他方で各管の肩６３／６５を押圧する圧縮ばね６６／６７を挿入する、凹形格納部に近い
端部６２ａ／６４ａを備える。
【００２５】
各中空管６２／６４の内部は、凹形格納部５０の開口ゾーン５３を通過した後、（たとえ
ばケーブル上にはめ込まれドラムの一部分内に挿入された鉛製エンドプレートにより）端
部がドラム３０に固定された金属製（あるいはたとえばナイロン（登録商標）など他の材
質）のケーブル７２／７４が通過する（図６を参照のこと）。各ケーブルの他方の端部は
、単数または複数のレール内を滑動する支承装置などの中間装置（図示せず）を経由して
間接的に窓ガラスに接続される。各ケーブル７２／７４は、前記ドラム３０の周囲に部分
的に、たとえばらせん形（図３および図４を参照のこと）の外周溝３８の内部に、一方の
ケーブルがある方向に他方のケーブルが反対方向に巻かれ、その結果、ドラムがある方向
に回転すると、ドラムは１本のケーブルを巻き他方のケーブルを巻き戻し、回転方向に従
い窓ガラスが上昇または下降させる。単数または複数のケーブルのために復帰プーリー（
図示せず）を設けることができる。これらのケーブル７２／７４は緊張または弛緩が可能
である。すなわち長さが（数ミリメートル）可変であるため、ばね６６／６７と、カラー
２７ａ／２７ｂ内への管６２／６７４の滑動取り付けにより、窓ガラスが常に正しく上昇
または下降されるよう、これらの長さの変化を相殺することができる。
【００２６】
管６２／６４はモジュールの「湿潤」部分に配設されるため、管の中に水分が入るのを防
止するためには、各管の両端の内部にパッキン（図示せず）を設けるのが好ましい。同じ
理由から、管、ケーブル、ばねは、それらが酸化される金属である場合、たとえば亜鉛め
っき等、特別な防水処理を施すか、そうでなければステンレスで作製する。中空管は、場
合によっては、たとえば押し出し成形されたプラスチック材で作製することができる。
【００２７】
一方、ドラム３０は軽量性および強度の問題からプラスチック製とするのが好ましい。特
に、その技術的特性（特に摩耗強度）から、グラス・ファイバを充填した（たとえば３０
％）ナイロン（登録商標）複合材（またはポリアミド）を使用することができよう。
【００２８】
装置の故障時には、支承パネルのトリムを取り外し、前記支承パネル上にモータを保持す
るするねじを緩めることにより、（ケーブルも同じく分解したい時、あるいはケーブルの
うちの１つを分断したい時は別として）、ケーブルとともに所定位置に留まらなければな
らないドラムを取り出すことなく、きわめて容易にモータを簡単に取り外すことができる
。
【００２９】
本発明は例として図示した好ましい実施形態に何ら限定されるものではない。
【００３０】
したがって、モータは、車内から手が届きドラムの中央オリフィスに直結される軸により
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延長されるハンドル等の手動駆動装置に置き換えることができる。
【００３１】
同様に、自動車産業ではそのような要求が次第に増加しているように、組み込みおよび部
品点数の制限の理由から、支承パネルおよびトリムは、単一の成形プラスチック部材とす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　車のドアの斜視略図である。
【図２】　本発明の支承パネルおよび窓ガラス昇降機構の要素のうちのいくつかの斜視図
である。
【図３】　図２の詳細断面図である。
【図４】　図３と同様であるが、図示する要素が支承パネル上に取り付けられた状態にあ
る詳細断面図である。
【図５】　本発明による支承パネルの１つの面の斜視図である。
【図６】　窓ガラス昇降機構のその他の要素を伴う図５のパネルの別の面の斜視図である
。
【図７】　図６と同様であるが、要素が支承パネル上に取り付けられた状態にある斜視図
である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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